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高等学校等就学支援金事務処理要領（新制度）の作成について（通知） 

 このことについて、国の高等学校等就学支援金事務処理要領（新制度）に基づき、別添のとお

り高等学校等就学支援金事務処理要領（私立学校用）【第６版】を作成し、平成 31 年度の事務から

適用することとしましたので、今後の事務処理に遺漏のないようご留意願います。 

記 

主な改正内容 

・ 高等学校等就学支援金の支給事務にマイナンバーを利用することに伴う所要の改正 

・ 平成 31 年５月の元号改正に伴う所要の改正 

留意事項 

 個人番号利用目的同意書兼個人番号提供書については、平成 31 年３月 15 日(金)以降に保護者等に

配布いただきますようお願いいたします。 
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